
役員報酬規程

(目 的 )

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人 Reach Aiternatives(以 下、「本法人」とい

う。)の役員報酬の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬額の決定)

第2条 本法人の定款施行細則(定款第52条による)第 4条(報酬)の定めにより、定

款第17条 1項および第2項の規定により常勤の役員の報酬の額は理事長がこれ

を定める。ただし、理事長が常勤であり有給となる場合の理事長の報酬の額につ

いては、理事会の承認を得なければならない。

(通勤費)

第3条 常勤役員の通勤費は、職員給与規定に準じて支給する。

(附則 )

第4条 この規程の変更は、理事会の議決を経て、理事長がこれを行う。

この規程は、2015年 4月 1日 から施行する。
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特定非営利活動法人 Reach A■ ematives 給与規程

第 1章 総 則

(目 的)

第 1条 この規程は、就業規則第 31条に基づき、労働者の給与などに関する事項を定める。2.嘱託・契

約・パー トタイマーについては、別に定めるそれぞれの規程による。

2.嘱託・契約・パー トタイマーについては、別に定めるそれぞれの規程による。

(給与の種類)

第 2条 給与は次のとおり分類する。

①  基準内給与

基本給

②  基準外給与

役職給

職能給

時間外勤務手当

休日出勤手当

深夜勤務手当

通勤手当

(締切 日及び支払日)

第 3条 給与の計算期間は、当月 1日 から起算 し当月末日をもって締切 り、当月 25日 に支給する。25日

が休日に当たる場合は前日に支給する。

(非常時払)

第 4条 前条の規定に関わらず、次の各号の一に該当する場合は、労働者 (労働者が死亡したときはその

遺族)の請求により、給与支払日の前であっても既往の労働に対する給与を支払う。

① 本人が死亡したとき

② その他、法人がやむを得ないと認めたとき

(給与の支払)

第 5条 給与は、全額を労働者の指定する金融機関の口座へ振込むものとする。

(給与控除)

第 6条 次の各号に定められたものは、前条の規定にかかわらず給与より控除する。

① 源泉所得税

② 住民税

③ 健康保険料(介護保険料を含む)の被保険者負担分

④ 厚生年金保険料の被保険者負担分

⑤ 雇用保険料の被保険者負担分

０
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特定非営利活動法人 Reach Altematives 給与規程

⑥ その他労使協定によるもの

(休暇等の賃金)

第 7条 就業規則に規定する休暇についての賃金の支給、不支給については、次の通 り。

① 年次有給休暇、慶弔体暇の期間は、所定労働時間労働 したときに支払われる通常の賃金を支給す

る。

② 産前産後の体業期間、母性健康管理のための体暇、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休

業、子の看護休暇の期間及び介護休暇の期間、育児時間、生理日の休暇、裁判員制度休暇の期間は、

賃金は支給しない。

③ 休職期間については、賃金を支給しない。

(業務災害による休業中の賃金)

第 8条 労働者が業務災害により休業した場合、最初の3日 間は通常の給与を支給する。 4日 目からは労

働者災害補償保険法の休業補償給付を受けるものとする。

(給与の計算方法)

第 9条 遅刻、早退、欠勤により、所定労働時間の全部又は一部を体業 した場合は、その体業 した時間に

対応する基本給、役職給及び職能給を支給 しない。なお、通勤手当は、欠勤の場合に欠勤日数分を控除す

ることがある。

2.遅刻、早退、欠勤による休業時間に対応する基本給、役職給及び職能給は、試用期間中を除き、本法人

の判断により支給することもある。

3.第 1項の計算は、 lヶ 月平均所定労働時間を 160時間として計算する。lヶ 月平均所定労働時間数は下

記の計算式により算出する。

lヶ 月平均所定労働日数 20日 =(365日 ‐土曜日及び日曜日 104日 ‐国民の祝日 16日 )÷ 12

lヶ 月平均所定労働時間 160時間‐lヶ 月平均所定労働日数 20日 ×8

※少数点以下切捨

4.給与計算期間の中途において入退職 した者に対する給与は、基本給、役職給、職能給及び通勤手当を日

割 りで計算 して支給するものとする。

5。 前項の給与の日割計算は、次の算式にて算出する。

給与日額 =出勤日数/(当該月の暦日数―休日)

6.給与計算期間における給与の総額に 1円未満の端数を生 じた場合は、これを 1円に切 り上げるものとす

る。

第 2章 基準内給与

(基本給)

第 10条 基本給は月給制とし、本人の能力、役割、職務内容などにより、別に定める給与表に基づいて決

定する。

4



特定非営利活動法人 Reach Alternatives 給与規程

第 3章 基準外給与

(役職給、職能給)

第 11条 役職給、職能給は月給制とし、本人の能力、役割、職務内容などにより、別に定める給与表に基

づいて決定する。

(時間外手当)

第 12条 所定労働時間外に労働 した場合及び法定休日以外の休 日に労働 した場合は、1時間につき時間単

価の 125%を 支給する。ただし、あらかじめ休日を振替えた場合はこの限 りではない。

2.前項の規定に関わらず、役職給を受給するものについては本条を適用 しない。また、職能給を受給する

者については、所定労働時間外及び休日労働時間の合計が 20時間を超えない場合には本条を適用 しない。

(休 日出勤手当)

第 13条 法定休日に労働 した場合、 1時間につき時間単価の 135%を 支給する。

2.前項の規定に関わらず、役職給を受給するものについては本条を適用 しない。

(深夜勤務手当)

第 14条 午後 10時より午前 5時まで労働 した場合、 1時間につき時間単価の 25%を支給する。

2.所定労働時間外の労働、法定休日以外の休 日、法定休 日の労働が午後 10時 より午前 5時までに及んだ

場合は、それぞれ時間外手当又は休日出勤手当の割増率に、深夜勤務手当の割増率を加算する。

(時間単価)

第 15条 時間単価は、基本給月額を第 9条第 3項 により計算 した lヶ 月平均所定労働時間で除して算出

する。

(通勤手当)

第 16条 通勤手当は、公共交通期間を利用 して通勤 し申請書を提出した労働者に対 して、本法人が合理的

かつ最短 と認めた経路の定期券代を支給する。

2.前項の定期券代の支給は、月額 30,000円 を上限とする。

3.第 1項の経路は別に定める規程により判断する。

第 4章 給与改定

(給与改定)

第 17条 労働者の給与の改定は、原則として毎年 4月 に実施する。労働者の給与の改定は、原則 として毎

年 4月 に実施する。

2.給与の改定は本法人の財務状況及び労働者に対する業績評価を考慮 して決定する。また、改定の対象は

原則 として基本給、役職級、職能給 とする。

‐
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3.本法人は、特別の事情がある場合には改定時期を変更することがある。この場合、本法人は事前に十分

な説明を労働者に行 うものとする。

4.本法人は、特別の事情がある場合に第 1項に規定のほかに特定の社員の給与改定を行 うことがある。

5.次に掲げる者は、給与改定の対象とはしない。

① 第 2項に定める業績評価を途中入職等で評価期間が十分でない等のために受けることができな

かった労働者

② 傷病などの業務外の事由により、実勤務日数が所定勤務日数の3分の2に達しない労働者

③ 休職中の労働者

④ 退職手続中の労働者

⑤ 懲戒処分を受けている労働者

付則

制定

改定

改定

改定

改定

改定

2012年

2013年

2014年

2015年

2018:年

20201年

10月 1日

5月 27日

3月 1日

10月 1日

2月 1日

1月 1日

´
０



書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人 hach Al縫 :mative 事 業 年 度 令和 3年 4月 1日 ～4年 3月 31日

1 資金 に関す る事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項 ]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応 しています。以下同じです。

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取支持会費 520,000円

受取一般会費 658,000円

受取寄附金 61,067,378 FI]

受取補助金 189,381,203円

請負業 2,323,180円

受取利息 634円

その他収益 300,380円

円

円

円

円

円

円

円

ノヽ
ロ 計 254,250,775円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

借 入 先 金    額

該当なし 円

円

円

円

円

ノヽ
計 円

該当な し

(3)その他



2 取引の内容に関す る事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
第一順位から第二順位までの取引 口 役員等との取引]

譲  渡

年 月 日
護 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等取引先の氏名等

法人 との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

円該当なし

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等 との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 ラ1 内 容 等

100,734,295円
アフガニスタン中央部に

おける食料配布事業 他 6件

38,5&3,200円
トルコ国内におけるシリア難

民の就労能力等教化支援事業

17,015,01l FI]

避難民、ホス トコミュニティ
ーにおける女性の社会的

経済力強化事業

14,170,382円

ケニア国ナイロビ市イースリ
ー地区における若年層支援を

通 じた平和構築事業

9,571,448円

ケニア共和国における海上災

害管理ならびに平和と安全に

対する脅威への反応能力向上

事業

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

20,563,337 FI] 通訳・イベン ト運営費

13,545,061円
トルコにおけるシリア難民生

活支援事業活動費

11,191,792F[]
トルコにおけるシリア難民生

活支援事業活動費

8,467,430円
シリア難民への食料配布事業

活動費

5,509,122円 コンサルタン ト報酬



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法人 との

関  係
貸 付 資産 の 内容

貸  付

年 月 日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法人 との

関  係
役務の提供の内容

役務の提

供年月 日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

教材・報告書作成
R3年 4月

26日
250,000円

教材・報告書作成
R3年 10

月 31日
1,194,000円

教材・報告書作成
R3年 12

月 31日
250,000円

教材・報告書作成
R4年 3月

31 日
2,056,790円

動画編集料
R3年 8月

5日
33,000 FI]

動画編集料
R3年 9月

10日
23,lα)円

円

円

円

円



3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

400,000円

円

円

円

円

令和 3年 11月 27日

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)、 口 給
与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額 ]

役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれ らの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者 と特殊の関係にある者 (注 1)(以下 「役員等」 とい う。)に対す る報酬又は給与の支給について

記載 してくだ さい。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係 にある者」 とは次の者が該当 します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく

は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)

氏 名 職  名
法人との関係

(注 2)
報酬・給与の

区    分
支 給 期 間 等 支 給 金 額

報酬

令和 3年 4月 1日

令和 4年 3月 31日
4,387,500円

(注 2)注 1の①～④の内容を具体的に記述します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 令和 3年 4月 1日 令和 4年 3月 31日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

36人 61,611,483円



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

にその実施 日]

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

ノヽ
ロ 計 円

実  施  日 使 途 金   額

令和 3年 4月 7日
トルコ事業関連資金

38,787 円

令和 3年 4月 15日
トルコ事業関連資金

23,964 円

令和 3年 4月 23日
ケニア事業関連資金

456,118 円

令和 3年 4月 30日
トルコ事業関連資金

91,8631円

令和 3年 5月 7日
南スーダン事業関連資金

5,901,065‐ 円

令和 3年 5月 14日
トルコ事業関連資金

23,081 円

令和 3年 5月 19日
トルコ事業関連資金

90,870 円

令和 3年 5月 20日
トルコ事業関連資金

38,587 円

令和 3年 5月 25日
ケニア事業関連資金

″
０

，
４ 円

令和 3年 5月 25日
南スーダン事業関連資金

798,170 円

令和 3年 6月 4日
南スーダン事業関連資金

2,984,863 円

円
令和 3年 6月 7日

トルコ事業関連資金
1,376,861



令和 3年 6月 15日
トルコ事業関連資金

（
０ 円

″
０

，
一

令和 3年 6月 15日
トルコ事業関連資金

，
“ 円

′４，
“

令和 3年 6月 18日
トルコ事業関連資金

88, 円651

令和 3`午 6月 18日
トルコ事業関連資金

72,141 円

令和 3年 6月 23日
トルコ事業関連資金

39,1091円

令和 3年 6月 25日
トルコ事業関連資金

９
´

９
“ 980 円

令和 3年 6月 25日
トルコ事業関連資金

円68,089

令和 3年 6月 25日
ケニア事業関連資金

406, 円
４
一

一
―

令和 3年 6月 25日
南スーダン事業関連資金

（
υ406,8 円

令和 3年 6月 25日
南スーダン事業関連資金

4,344,562 円

令和 3年 6月 25日
トルコ事業関連資金

円
＾
●

，
“

２ 980

令和 3年 6月 25日
151,948 E

トルコ事業関連資金

令和 3年 7月 5日
トルコ事業関連資金

623,9341円

令和 3年 7月 15日
トルコ事業関連資金

618,593 1 円

令和 3年 7月 15日
トルコ事業関連資金

円
Ｑ
ψ

９
“

89,293 円
令和 3年 7月 20日

トルコ事業関連資金

令和 3年 7月 26日
トルコ事業関連資金

″
‘ 円84,7

令和 3`午 7月 26日
トルコ事業関連資金

039 円39

122,694 円
令和 3年 7月 26日

トルコ事業関連資金

1,452,233 1 円
令和 3年 7月 28日

トルコ事業関連資金

令和 3年 8月 5日
南スーダン事業関連資金

02402, 円

令和 3年 8月 5日
南スーダン事業関連資金

4,641,7601 円

令和 3年 8月 13日
トルコ事業関連資金

98,86 円

円
令和 3年 8月 16日

トルコ事業関連資金
759,602

23,4031円令和 3年 8月 16日
トルコ事業関連資金

令和 3年 8月 20日
トルコ事業関連資金

89,607  円

トルコ事業関連資金
84,253 円

令和 3年 8月 25日

2,072,1951円令和 3年 8月 25日
トルコ事業関連資金

令和 3年 8月 25日
トルコ事業関連資金

121,946 円

南スーダン事業関連資金
89９

“
ｎ
）

４
円

令和 3年 8月 31日

|



+fE3+88 3r E
アフガニスタン事業関連資金

1,350 1 円

令和 3年 8月 31日
アフガニスタン事業関連資金

円
″
０

令和 3年 8月 31日
アフガニスタン事業関連資金

1∞,∞01円

令和 3年 9月 10日
トルコ事業関連資金

680,5 円

令和 3年 9月 10日
ケニア事業関連資金

6,037,842 円

令和 3年 9月 15日
トルコ事業関連資金

23,6011円

令和 3年 9月 17日
トルコ事業関連資金

2,634,251 円

令和 3年 9月 17日
トルコ事業関連資金

89,840
|

円

令和 3年 9月 17日
トルコ事業関連資金

77,6671円

令和 3年 9月 21日
南スーダン事業関連資金

円０^９ｂ^０̈■
）

令和 3年 9月 24日
トルコ事業関連資金

3,714,603 円

令和 3年 9月 24日
トルコ事業関連資金

円84,671

令和 3年 9月 24日
南スーダン事業関連資金

”
０404, 円

令和 3年 9月 24日
トルコ事業関連資金

円167

令和 3年 9月 28日
トルコ事業関連資金

168,060 円

令和 3年 9月 28日
トルコ事業関連資金

123,2441円

2,868,861:円
令和 3年 9月 30日

トルコ事業関連資金

39,4551 円
令和 3年 10月 8日

トルコ事業関連資金

令和 3年 10月 8日
アフガニスタン事業関連資金

56,365 円

令和 3年 10月 15日
トルコ事業関連資金

1,529,0351円

令和 3年 10月 15日
トルコ事業関連資金

22,703 円

令和 3年 10月 20日
トルコ事業関連資金

86,607 円

令和 3年 10月 25日
トルコ事業関連資金

109,2131円

令和 3年 10月 25日
南スーダン事業関連資金

416,777 円

令和 3年 10月 25日
トルコ事業関連資金

158,313 円

令 和 3年 10月 25日
アフガニスタン事業関連資金

316,4451円

令和 3年 10月 28日
トルコ事業関連資金

5,808,000 円

令和 3年 10月 29日
トルコ事業関連資金

47,358 円

40,5451円令和 3年 11月 2日
アフガニスタン事業関連資金

3,656,546 円
令和 3年 11月 5日

南スーダン事業関連資金

|

|



令和 3年 11月 8日
アフガニスタン事業関連資金

39 088 円

令和 3年 11月 10日
アフガニスタン事業関連資金

39 928 円

令和 3年 11月 12日
アフガニスタン事業関連資金

39,928 円

令和 3年 11月 18日
アフガニスタン事業関連資金

39,116 円

令和 3年 11月 18日
アフガニスタン事業関連資金

37,796.円

令和 3年 11月 19日
トルコ事業関連資金

111,183 円

令和 3年 11月 19日
トルコ事業関連資金

408,374 円

令和 3年 11月 19日
トルコ事業関連資金

19,089 円

令和 3年 11月 22日
アフガニスタン事業関連資金

69,804 円

令和 3年 11月 25日
トルコ事業関連資金

110,7461円

令和 3年 11月 25日
南スーダン事業関連資金

422,626 円

令和 3年 11月 25日
トルコ事業関連資金

8,771 円

令和 3年 11月 25日
トルコ事業関連資金

160,535 円

令和 3年 11月 25日
アフガニスタン事業関連資金

37 796 円

令和 3年 11月 25日
アフガニスタン事業関連資金

37,1221円

令和 3年 11月 29日
トルコ事業関連資金

68 386 円

令和 3年 11月 29日
トルコ事業関連資金

40,169 円

令和 3年 11月 30日
トルコ事業関連資金

107,8631円

令和 3年 11月 30日
南スーダン事業関連資金

4,973,213 円

令和 3年 12月 3日
アフガニスタン事業関連資金

48,6391円

令和 3年 12月 3日
アフガニスタン事業関連資金

48,639 円

令和 3年 12月 4日
アフガニスタン事業関連資金

124 726 円

令和 3年 12月 9日
アフガニスタン事業関連資金

25,881 円

令和 3年 12月 9日
アフガニスタン事業関連資金

35,983 円

令和 3年 12月 9日
アフガニスタン事業関連資金

23,989 円

令和 3年 12月 15日
トルコ事業関連資金

20,517: 円

令和 3年 12月 15日
トルコ事業関連資金

1,310,159 円

令和 3年 12月 15日
トルコ事業関連資金

1 5, 4 58 円

令和 3年 12月 15日
トルコ事業関連資金

309,1】60 円

令和 3年 12月 17日
シリア事業関連資金

2,756,8801 円

|

|



令和 3年 12月 17日
アフガニスタン事業関連資金

45,840 円

令和 3年 12月 21日
シリア事業関連資金

11,191,7921円

令和 3年 12月 21日
アフガニスタン事業関連資金

188,005
|

円

令和 3年 12月 24日
トルコ事業関連資金

95,9431円

令和 3年 12月 24日
トルコ事業関連資金

109,956 円

令和 3年 12月 24日
トルコ事業関連資金

円40, 425

令和 3年 12月 24日
トルコ事業関連資金

311,8501円

令和 3年 12月 24日
トルコ事業関連資金

＾
υ 円

＾
υ

令和 3年 12月 24日
アフガニスタン事業関連資金

2,111,804  円

令和 3年 12月 28日
アフガニスタン事業関連資金

34,5721円

令和 3年 12月 29日
南スーダン事業関連資金

419,7531円

令和 4年 1月 4日
アフガニスタン事業関連資金

744,5761円

令和 4年 1月 7日
アフガニスタン事業関連資金

35,642 円

令和 4年 1月 7日
アフガニスタン事業関連資金

69,804  「I]

令和 4年 1月 7日
アフガニスタン事業関連資金

35,642 円

令和 4年 1月 10日
アフガニスタン事業関連資金

593,2851円

令和 4年 1月 11日
シリア事業関連資金

2,792,1601円

令和 4年 1月 11日
アフガニスタン事業関連資金

3,444,711 円

2,877,7501 円
令和 4年 1月 14日

アフガニスタン事業関連資金

598,6001円
令和 4年 1月 18日

アフガニスタン事業関連資金

令和 4年 1月 20日
トルコ事業関連資金

82 925 円

令和 4年 1月 20日
トルコ事業関連資金

18,478 円

令和 4年 1月 21日
南スーダン事業関連資金

1,858,570  円

令和 4年 1月 21日
アフガニスタン事業関連資金

円35,0

35,055 円
令和 4年 1月 21日

アフガニスタン事業関連資金

893 円
令和 4年 1月 21日

アフガニスタン事業関連資金

トルコ事業関連資金
109,489 1 円

令和 4年 1月 25日

トルコ事業関連資金
40, 円253令和 4年 1月 25日

令和 4年 1月 25日
トルコ事業関連資金

158,7131円

令和 4年 1月 27日
トルコ事業関連資金

6,360,200 円



令和 4年 1月 27日
トルコ事業関連資金

77,779 円

令和 4年 2月 1日
南スーダン事業関連資金

418,1761円

令和 4年 2月 1日
アフガニスタン事業関連資金

1,646,260 円

令和 4年 2月 2日
トルコ事業関連資金

82 円

令和 4年 2月 4日
トルコ事業関連資金

215,604 円

令和 4年 2月 8日
トルコ事業関連資金

152,449 円

令和 4年 2月 10日
アフガニスタン事業関連資金

58,470 円

令和 4年 2月 10日
アフガニスタン事業関連資金

35,1∞  円

令和 4年 2月 11日
アフガニスタン事業関連資金

35,200. 円

令和 4年 2月 11日
アフガニスタン事業関連資金

46,9(Ю I円

令和 4年 2月 15日
トルコ事業関連資金

16,2731円

令和 4年 2月 16日
35,1101円

アフガニスタン事業関連資金

ソマ リア事業関連資金
1,094,7991円

令和 4年 2月 18日

令和 4年 2月 18日
アフガニスタン事業関連資金

1,426,150 円

令和 4年 2月 22日
トルコ事業関連資金

82,022 円

令和 4年 2月 25日
トルコ事業関連資金

97 円110,

40,7991円令和 4年 2月 25日
トルコ事業関連資金

419,652‐ 円
令和 4年 2月 25日

南スーダン事業関連資金

令和 4年 2月 25日
南スーダン事業関連資金

3,926,194 円

160,8661円令和 4年 2月 25日
トルコ事業関連資金

”０（‘ 000令和 4年 3月 1日
アフガニスタン事業関連資金

1,793,886 円
令和 4年 3月 4日

アフガニスタン事業関連資金

トルコ事業関連資金
41,737.円令和 4年 3月 15日

35,750 円
令和 4年 3月 15日

アフガニスタン事業関連資金

アフガニスタン事業関連資金
35,7501円令和 4年 3月 15日

円15,665
令和 4年 3月 16日

トルコ事業関連資金

80,2911円令和 4年 3月 23日
トルコ事業関連資金

117,162 1 円

トルコ事業関連資金
令和 4年 3月 25日

44 05 円
令和 4年 3月 25日

南スーダン事業関連資金

55417P I_甲令和 4年 3月 25日
南スーダン事業関連資金

円



令和 4年 3月 25日
シリア事業関連資金

2,918,390 1 円

令和 4年 3月 25日
トルコ事業関連資金

円69, ０́Ｒ
）

８

令和 4年 3月 31日
トルコ事業関連資金

3,201,691 円

_|



書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

法人名 特定非営利活動法人 Reaめ Altermtives チェック1闘

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

{2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

○

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は根簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金戯の費途が明らかで

ないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(C■③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノい~プの人数

割 合

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

④ 3年 4月 1日 ～4年 3月 31日 8人 0人 0% 2人 25.0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

鐘 1)

C主 2)

各福の人数等は 第3表付表 1「役員の状況」から転配してください。

③及びЭこついては 小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

(例)33. 333… 鯛る ―→ 33. 396

名イ上員の表決権が平等である ④ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はυヽ

いいえ

∝意1中Q
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dの提出時においても記職及び添

付する必要があります。その場合、上記口の配載の必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつては、法第関条第1項に基づく害順(役員報酬朗程等提出■頻)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

ロ

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

Q_塾山
=壺

□Ш目」≦塁壁L、■壺璽□墜堕墨≦曇」」堕2」1國墜」壼2強星L」睡壼L二≦コ塾LL_

項
日

【 ③ ⑥ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている いいえ

はい はい

いいえ

はい

いいえ

|まい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

|まい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
曰

】 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有 有・無 有 。無 有・無 有・無 有・無

第3表 (″CD

(えコ壼‐■呵D
認定の有効期間の更新の申請に当たつてIよ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出■椰)に記載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

Ttyj (第 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。

記 載 要 領 注 意 事 項項 目

イの各欄 区分欄の rO」 から「◎」欄には、男剣ヨ嘘期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各相に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会員り 第○条に正会員の表決権 (又は議

決囃Dは平等に一票を与えると規定」のように記載しま

丸

① 陰計について餐 護や計士又は監査

法人の監査を受けている」の [はし上

②  「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「l型 」_に 「Q二
し左2壷al」ま、_壺 3豪計寸1表:2「1長愕離且

織2塗工上を重量L添量し≦くださ

付してくださk生

n__

に「olした麹 こは監星ヨロ月書を添

tA* 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに記蔵する

各期間 (「①」から「◎」)を示したもので九

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに記哉する

各期間 (「④」から「◎」)を示したものです。

二の各欄

記載要領の補足



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名 特定非営利活動法人日本綸争予防センター
③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 8人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

2人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏   名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

④ ⑤ ◎ ① ◎ 申請時

就任・退

任

年月日

小川 和久

瀬谷 ル ミ子

永井 恒男

中土井 僚

宮下 幸子

袋 康雄

佐藤 純一

柴田 秀孝

理事

理 事

理 事

理事

理 事

理事

理事

監事

○

○

○

○

〇

○

○

○

H17.4.1

就任

現在にモる

H23.4.1

就任

現在に電る

H23.4.1

就任

■こに至る

i124.3.15

就任

,在に至る

1124.3.16

就任

現在に至る

R3.3.31

就任

現在に至る

R3.3.31

就任

ヨ在に至る

H23.4.1

就任

現在に至る

(注意事項 )



法 人 名 特定非営オ1括,法人 Reaぬ Al∞童曖live8

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詢帳の時期 保存期間

現金出納帳
電子ファイル (弥生会計)

年次決算後印刷し、バインダ

ーに綴じ込み

随時 7年

預金出納帳
電子ファイル (弥生会計)

年次決算後印刷し、バインダ

ーに綴じ込み

随時 7年

総勘定元帳
電子ファイル (弥生会計)

年次決算後印刷し、バイング

ーに綴じ込み

随時 7年

補助元帳
電子ファイル (弥生会計)

年次決算後印刷 し、バイング

ーに綴 じ込み

随時 7年

仕訳日記帳
電子ファイル (弥生会計)

年次決算後印刷し、バインダ

ーに綴じ込み

随時 7年

振替伝票
電子ファイル (弥生会計)

その都度印刷し、バインダー

に綴 じ込み

随時 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況

(記載要lD
「伝票又は颯購名」椰ま、例えば「現金出綺晨」、「組助定Л■Ll、 「経費帳」などのように記載します。

. 「左の根購等の形態」欄よ「3枚複写伝票」、「ルーズリーフ」、「装T帳簿」などのように配載します。

. 「記根の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のように椰載します。

.認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規層専提出lHD
がないときは、添付を省略することができます。

第3表付表2

に記職した内容に変更



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

法人名 特定非営利活動団体 Re“hALmives チェッタ‖11

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し細馴又感給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し:翻附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち怖こ非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

ロ

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申言部寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び

信者を教化育成する活動
有・① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又は

これに反対する活動
有・① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、又

はこれらに反対する活動

有。① 有
'日

: 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申言静寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及ひ事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特男11の利益の供与の有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有。無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

護渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無
有・⑬ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

層の候補者若しく1潔劉翻こある:者に対する寄附の有無
有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

嵯意1中Q
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく1■順 (役員輛酬規程等提出■額)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「巴定基準尋チェック表 第4表 (次D(ハ及び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の中請に当たって|ム 法第55条第 1項に基づく害順 (役員輛酬規程等提出書饗Dに耐載した事項につい

て、添付を省略することができます。

O



書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チエック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人 Reach Alternatives チェック相

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の線渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

Lar, '

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人

以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載 した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の議渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者 との取引

・ 役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若 しくは三規等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の規族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出 した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

○



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営禾l括最法人 R独ぬA嚇 歯
"

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェック布ロ

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成   年   月   日

(注意1阿D
・ 法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dの提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8:D

は、配載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第3表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第 1剰こ基づく書類 (役員報 賠熙闘M出書類)に:聞をした事項につして 、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

◎ ⑮ ◎ ① ◎

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チック欄

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力V〉利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

③ ⑮ ◎ ③ ◎ 申 請 時

有 ・ ① 有 猛
ハ

有 征
ヽ

有 ・ 無 有 ・ 無 有 盛
か

○ 躍定基準等チェック表 (第7:Dは、法第5条第1項に基づく書類 (役員報卵翻襲瀬出書0の提出嘲こ配載及

び添付する必要があります。



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 Reach」縫1剛�ves チつ夕相

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人は

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り消された場
合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当賊認定特定非営利活動法人又は当該仮認定
特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等・
中口1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税者しく|ま地方税に関する法律に違反したことによ
り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 0コ中■2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (理

=二
」匡1塁:菫ユ|びl塁:=2菫:塾期固

―
の1亘:堕|の生田l墜L墜二亜菫:饉塾:ヨ:曇笠全二埜」:奎量旦:上盤整延塑」[」二塑:■上菫」:E

と t

5国 税に係る菫加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 曇力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいうYし力ヽこ該当する者の有無

認定特定獅 括g法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定

非営

"括
動法人又は当該仮認定特定非営禾I悟コ法人のその業務を行う理事であった者でその取消

しの日から5年を経過しない者の有無

有・⑩

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有・③

特定非獅 括鬱促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 2∝ 条等若しくは暴力行為等処嗣法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、そり関行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有。①

暴力団の構成員等の有無 有・①

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い

（
Ｊ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 は い ・

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しなし漱
は い ・

添付

書願

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上塾4墜盤奎函整整:自量量豊22塑≧菫」堕菫Lと量自」彗:曇旦書
「 4

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(i主 2)'役員串則里り蛎湯捏r諄め量日」書には―添付不要

国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 は い ・

次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 は い

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 tl! \ di!-t)

O

イ い`

ロ


